
                        

 

 
 

 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 

那覇産業保安監督事務所 

所 長  鈴 木 康 人  

 

鉱山で働く皆様、日頃より鉱山保安の確保に御尽力いた

だき、厚く御礼申し上げます。 

この度、令和８年３月３１日付けで那覇産業保安監督事

務所長に就任しました鈴木と申します。沖縄地域の鉱山

災害を根絶させることを目標に、関係機関並びに鉱山事業者の皆様と連携しながら、鉱山保

安の一層の向上に全力で取り組んで参りますので、何卒よろしくお願いいたします。 

さて沖縄鉱山保安対策委員会では、５月を「梅雨期及び台風期の防災態勢強化月間」及び

「採掘場の整備強化月間」と定め、保安運動を展開することとしております。 

沖縄地方では、例年 5 月上旬から中旬にかけて梅雨入りし、その後は台風期を迎えます。近

年は全国的に異常気象が常態化しており、局地的な集中豪雨や短時間強雨の発生により、採掘

切羽や残壁の緩み、崩落、鉱山道路におけるスリップ事故など、重大災害につながるおそれが一

層高まっています。 

特に、雨水の浸透による急傾斜切羽や残壁の不安定化、排水不良による路面状況の悪化は、

思わぬ災害を引き起こす要因となります。こうした災害を未然に防止するため、早い段階から防

災意識を高く持ち、日常の巡視・点検をこれまで以上に充実させることが重要です。 

また、災害につながる兆候を見逃さないための情報収集・共有を徹底するとともに、万が一災

害が発生した場合には、関係機関への迅速な連絡を確実に行い、二次災害の防止と再発防止

に万全を期すことが求められます。 

このような防災態勢の強化に向け、各鉱山におかれましては、本運動期間中に改めて次の事

項について確認を行い、不備が認められる場合は速やかに改善に務め、災害のない安全で働き

やすい職場づくりを進めてまいりましょう。 

本月間の取組が、梅雨期・台風期を通じた無災害の達成につながることを期待しております。 

★ 作業場の資材や器材は、整理整頓や突風による飛散防止はされていますか？ 

★ 採掘切羽や残壁は、保安規程どおり安全に整形されていますか？ 

★ 採掘切羽や残壁等の浮石・転石の点検・除去は行われていますか？ 

★ 危険箇所への立入禁止措置や警標は、設置されていますか？ 

 ・採掘箇所、採掘跡の墜落・転落防止措置は行われていますか？ 

 ・流し台付近の墜落・転落防止措置は行われていますか？ 

★ 沈殿池、排水路及び排水ポンプの点検はされていますか？ 

★ 赤土・汚濁水等については、沈殿池に集水できるように設置し、公道や河川、海域

等を汚染しないように対策を講じていますか？ 

★ 粉じんは、鉱山周辺へ飛散していませんか？ 

 

＜令和７年度 鉱山保安標語入選作品より＞ 

確かな手順で安全作業 慌てず焦らずゼロ災害 

仲村 歩武 （安和鉱山）    

５月の「梅雨期及び台風期の防災態勢強化月

間」「採掘場の整備強化月間」にあたって 



                       
 

保安運動「梅雨期及び台風期の防災態勢強化月間」の 
実施要領 

 

                                                      令 和 ８ 年 ４ 月 

                                                      沖縄鉱山保安対策委員会  

 

１．期    間  

    令和８年５月１日（金）～３１日（日）までの１ヶ月間  

 

２．保安運動の趣旨  

本運動は、沖縄鉱山保安対策委員会を推進母体とし、重点目標及び期間を定め、

保安運動を展開して鉱山の保安意識の高揚を図り、特に本月間では、梅雨期及び

台風期を迎えるにあたって、鉱山施設の巡視・点検の徹底、災害等に係る被害に関する

情報収集・伝達等の強化を図ることにより、危害及び鉱害の防止に資することを目

的とする。  

 

３．各鉱山の実施事項  

(1) 梅雨期及び台風期を迎えるに当たり、河川の氾濫又は土砂災害による被害が予想さ

れる地域の鉱山施設の巡視・点検の徹底、災害等に係る被害に関する情報収集・伝

達及び作業員への安全に留意すること。 

 

(2) 災害が発生した場合には、関係機関への連絡を徹底するとともに、作業員の

二次災害の防止に努め、安全かつ迅速な復旧対策に万全を期すこと。  

 

(3) その他、以下の点を踏まえ、適切な措置を講じること。 

 ・災害発生のおそれのある箇所の把握と鉱山労働者への周知 

 ・早い段階からの気象情報及び防災情報の収集 

 

４．各地区鉱山保安対策委員会の実施事項  

保安対策委員長が中心となって保安運動推進班を編成し、梅雨期及び台風期の

防災態勢の強化について呼びかけを実施する。  

 

５．那覇産業保安監督事務所の実施事項  

所長メッセージ及び推進票を鉱山に配布する他、中央防災会議会長からの「梅

雨期及び台風期における防災態勢の強化について」の指導要請があった場合には

速やかに各鉱山へ周知する。  
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保安運動「梅雨期及び台風期の防災態勢強化月間」推進票 

 

 

令和８年  月  日    

 (鉱山名)        鉱山                      点検者氏名          

 

 

 ［  点 検 項 目 ］                                         チェック 

 

(1) 早い段階から気象情報、防災情報の収集に努めているか          〔  〕 

 

(2) 河川の氾濫又は土砂災害による被害が予想される箇所の把握はできているか    〔  〕 

 

(3) 強風に対する被害が予想される箇所の把握はできているか                〔  〕 

 

(4) 採掘場、鉱山施設の巡視・点検により事前対策を確認しているか        〔  〕 

 

(5) 防災に必要な資材は準備できているか                 〔  〕 

 

(6) 収集した情報は適宜、鉱山労働者に周知されているか             〔  〕 

 

(7) 鉱山労働者に対して、緊急時の連絡体制、避難場所の確認はできているか          〔  〕 

 

(8) 関係機関への連絡体制は確認できているか                  〔  〕 

 

(9) 安全かつ迅速な復旧ができる体制ができているか                        〔  〕 
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保安運動「採掘場の整備強化月間」の実施要領  

 

                                                      令 和 ８ 年 ４ 月 

                                                      沖縄鉱山保安対策委員会  

 

 １．期    間  

      令和８年５月１日（金）～３１日（日）までの１ヶ月間  

 

 ２．保安運動の趣旨  

      本運動は、沖縄鉱山保安対策委員会を推進母体とし、重点目標及び期間を定め、

保安運動を展開して鉱山の保安意識の高揚を図り、特に本月間では、採掘場の点

検整備を行うとともに、その強化を図ることにより、危害及び鉱害の防止に資す

ることを目的とする。  

 

 ３．各鉱山の実施事項  

     (1) 保安委員会（保安会議・グループ会議）等の開催  

      鉱業権者又は保安統括者（保安管理者）が中心となって保安委員会等を開

催し、保安運動の意義、趣旨について鉱山労働者全員にその周知徹底を図る

とともに、リスクアセスメントの手法を用いて採掘作業場に潜むリスク、そ

れに対するリスク低減対策等を検討し、災害の未然防止のための認識を深め

る。  

 

     (2) 採掘場の点検整備  

          鉱業権者は、保安統括者（保安管理者）及び鉱山労働者等による調査班を編

成し、次の事項について一斉点検を実施し、その結果を鉱山労働者と共に検

討を行い、鉱山労働者の資質の向上に努めるとともに改善を必要とする事項

については早急に措置する。  

          また、保安規程の規定内容及び遵守状況について確認する。  

①  作業場における資材、器材の整理整頓、通路幅の確保  

②  露天採掘場のベンチ高さ、傾斜、奥行き等保安規程の遵守  

③  採掘切羽、残壁等の浮石、転石の点検除去  

④  危険箇所への立入禁止柵、警標の整備  

 ・  採掘箇所、採掘跡の墜落・転落防止措置の確認  

 ・  流し台付近の墜落・転落防止措置の確認  

⑤  赤土等汚濁水の流出防止措置の徹底  

⑥  採掘切羽内の粉じん防止対策の徹底  

 

 ４．各地区鉱山保安対策委員会の実施事項  

保安対策委員長が中心となり、保安運動推進班を編成し、地区内鉱山を巡視し

て相互に啓発しあう。  

また、可能な地区ではビデオ上映等を行う。  

 

 ５．那覇産業保安監督事務所の実施事項  

所長メッセージ及び推進票を鉱山に配布する他、必要に応じて職員を派遣し、

各地区保安対策委員会を支援する。  
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保安運動「採掘場の整備強化月間」推進票 

 

令和８年  月  日    

 (鉱山名)        鉱山                              点検者氏名          

 

         ［  点 検 項 目 ］                  チェック  備 考  

Ⅰ 箇所別確認事項 

  (1) 切羽における環境整備 

    ① ベンチの奥行は保安規程を遵守しているか                  〔  〕 

   ② ベンチの高さは保安規程を遵守しているか                    〔  〕 

   ③ ベンチの傾斜は保安規程を遵守しているか          〔  〕 

    ④ 浮石の除去は実施されているか                              〔  〕 

   ⑤ 浮石の除去方法は安全か                   〔  〕 

    ⑥ 表土除去が先行されているか                        〔  〕 

    ⑦ 粉じん飛散防止措置は保安規程を遵守しているか             〔  〕 

 

  (2) 残壁における環境整備 

   ① 残壁の形状は保安規程を遵守しているか             〔  〕 

    ② 浮石の除去は実施されているか                      〔  〕 

    ③ 残壁下等危険箇所への立入禁止措置は十分か            〔  〕 

 

  (3) 鉱山道路における環境整備 

    ① 鉱山道路は保安規程を遵守しているか                       〔  〕 

    ② 標識、柵等の保安設備の設置は保安規程を遵守しているか      〔  〕 

③ 路肩、傾斜地での作業時の措置(誘導等)は十分か             〔  〕 

 

  (4) 採掘場内、採掘場周辺における環境整備 

    ① 流し台からの墜落・転落防止措置は保安規程を遵守しているか  〔  〕 

    ② 採掘箇所などへの墜落・転落防止措置は保安規程を遵守しているか〔  〕 

                                                              

                   

Ⅱ 総合評価    （Ａ：良好、Ｂ：部分改善必要、Ｃ：全体の見直し必要） 

 

   (1) 切羽ベンチにおける環境整備               〔Ａ、Ｂ、Ｃ、〕 

   (2) 残壁における環境整備                     〔Ａ、Ｂ、Ｃ、〕 

   (3) 鉱山道路における環境整備                 〔Ａ、Ｂ、Ｃ、〕 

   (4) 採掘場内、採掘場周辺における環境整備           〔Ａ、Ｂ、Ｃ、〕 

   (5) 保安規程の遵守状況                               〔Ａ、Ｂ、Ｃ、〕  
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